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(57)【要約】
　【課題】
　カバー部材を本体に容易に装着でき、かつ高い防水性
を実現する電子機器およびそれに用いるカバー部材を提
供すること。
　【解決手段】
　被収納物１ａを収納するための収納部３を開口して備
えるケース部材２と、ケース部材２の開口部を覆うよう
に着脱可能なカバー部材１０と、を有し、ケース部材２
およびカバー部材１０の内の一方の部材は、他方の部材
へ突出するリブ１２を備え、他方の部材は、収納部３の
外周囲にその内外方向に間隔を設けて閉ループ状の２つ
の壁部６，７を備え、２つの壁部６，７は、弾性体から
なると共に、その互いに対向する側に、互いの方向に突
出する突出部８，９をそれぞれ有し、壁部６，７同士の
間隙Ｗ１を、リブ１２の幅Ｗ３よりも大きく、かつ突出
部８，９同士の間隙Ｗ３をリブ１２の幅Ｗ２よりも小さ
くもしくは無くし、あるいは突出部８，９同士を一体に
連結した電子機器１としている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被収納物を収納するための収納部を開口して備えるケース部材と、
　上記ケース部材の開口部を覆うように着脱可能なカバー部材と、
を有し、
　上記ケース部材および上記カバー部材の内の一方の部材は、他方の部材へ突出するリブ
を備え、
　上記他方の部材は、上記収納部の外周囲にその内外方向に間隔を設けて、閉ループ状の
２つの壁部を備え、
　上記２つの壁部は、弾性体からなると共に、その互いに対向する側に、互いの方向に突
出する突出部をそれぞれ有し、
　上記壁部同士の間隙を上記リブの幅よりも大きくし、かつ上記突出部同士の間隙を上記
リブの幅よりも小さくもしくは無くし、あるいは上記突出部同士を一体に連結したことを
特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
　前記２つの壁部の互いに対向する面の少なくとも一方の面であって、前記突出部の位置
よりも前記壁部の先端側には、他方の面に向かって突出する突起が設けられていることを
特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電子機器であって、
　前記突出部は、対向する前記壁部を連結する連結突出部であることを特徴とする電子機
器。
【請求項４】
　被収納物を収納するための収納部を開口して備える電子機器のケース部材に対して、上
記収納部の開口部を覆うように着脱可能に備えるカバー部材であって、
　上記開口部の少なくとも外周囲に備える閉ループ状の壁部を、内外方向に間隔を設けて
備え、
　上記壁部は、弾性体からなると共に、その中間に互いに対向するように設けられる突出
部をそれぞれ有し、
　上記壁部同士の間隙は、上記収納部側に設けられるリブの幅よりも大きく、かつ、上記
突出部同士の間隙を上記リブの幅よりも小さくもしくは無くし、あるいは上記突出部同士
を一体に連結したことを特徴とするカバー部材。
【請求項５】
　請求項４に記載のカバー部材であって、
　前記壁部の互いに対向する面のうち、開口側には、突起が設けられていることを特徴と
するカバー部材。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載のカバー部材であって、
　前記突出部は、対向する前記壁部を連結する連結突出部であることを特徴とするカバー
部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器およびそれに用いるカバー部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話等の電子機器において、防水機能等が求められる場合がある。電子機器
に防水機能を付与するには、少なくとも、本体に被収納物を収納するための収納部を覆う
カバー部材と収納部との隙間から水が入りこまないようにする必要がある。たとえば、電
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池収納部へ水が入り込まないようにするために、電池収納部を覆うカバー部材に弾性体を
有する環状の突起部を備え、電池収納部の外周にその弾性体が圧入される溝を備える構造
が知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２８８１７４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示される構造によれば、弾性体を有する突起部が溝に挿入されることで
、弾性体と溝の内側とが密着し、外部から収納部への水の浸入を防ぐことができる。しか
し、突起部を被覆する弾性体は、溝を形成する樹脂表面に対して難滑性を呈し、溝に挿入
し難いという問題がある。特に、カバー部材の突起部と溝との間の寸法誤差が大きい場合
には、弾性体を溝内に挿入することが、さらに困難になる。突起部が溝に不完全に挿入さ
れた状態は、防水性能の低下を招くので好ましくない。
【０００５】
　本発明は、かかる問題を解消すべくなされたものであって、カバー部材を本体に容易に
装着でき、かつ高い防水性を実現することのできる電子機器およびそれに用いるカバー部
材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一実施の形態は、被収納物を収納するための収納部
を開口して備えるケース部材と、ケース部材の開口部を覆うように着脱可能なカバー部材
と、を有し、ケース部材およびカバー部材の内の一方の部材は、他方の部材へ突出するリ
ブを備え、他方の部材は、収納部の外周囲に、その内外方向に間隔を設けて閉ループ状の
２つの壁部を備え、その２つの壁部は、弾性体からなると共に、その互いに対向する側に
、互いの方向に突出する突出部をそれぞれ有し、壁部同士の間隙をリブの幅よりも大きく
、かつ突出部同士の間隙をリブの幅よりも小さくもしくは無くし、あるいは突出部同士を
一体に連結した電子機器としている。
【０００７】
　また、２つの壁部の互いに対向する面の少なくとも一方の面であって、突出部の位置よ
りも壁部の先端側には、他方の面に向かって突出する突起が設けられているのが好ましい
場合もある。
【０００８】
　さらに、突出部は、対向する壁部を連結する連結突出部であるのがより好ましい場合も
ある。
【０００９】
　本発明の別の一実施の形態は、被収納物を収納するための収納部を開口して備える電子
機器のケース部材に対して、収納部の開口部を覆うように着脱可能に備えるカバー部材で
あって、開口部の少なくとも外周囲に備える閉ループ状の壁部を内外方向に間隔を設けて
備え、壁部は、弾性体からなると共に、その中間に互いに対向するように設けられる突出
部をそれぞれ有し、壁部同士の間隙を、収納部側に設けられるリブの幅よりも大きくし、
かつ突出部同士の間隙をリブの幅よりも小さくもしくは無くし、あるいは突出部同士を一
体に連結したカバー部材としている。
【００１０】
　また、壁部の互いに対向する面の少なくとも一方の面であって、開口側には、他方の面
に向かって突出する突起が設けられているのが好ましい場合もある。
【００１１】
　また、突出部は、対向する壁部を連結する連結突出部であるのが好ましい場合もある。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、カバー部材を本体に容易に装着でき、かつ高い防水性を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る電子機器の一例である携帯電話機を、その操作面側か
ら見た斜視図である。
【図２】図１に示す携帯電話機を、その背面側から見た分解斜視図である。
【図３】図２に示すカバー部材を、被収納物に対向する面側から見た斜視図である。
【図４】図１に示す携帯電話機を、ケース部材と、カバー部材とに分離して示すＡ－Ａ線
断面図である。
【図５】図１に示す携帯電話機のＡ－Ａ線断面図である。
【図６】図４のＢで示す部分を拡大して示す拡大断面図である。
【図７】図５のＣで示す部分を拡大して示す拡大断面図である。
【図８】本発明の変形例１に係る携帯電話機について、図４に示すＢと同様の領域を示す
拡大断面図である。
【図９】本発明の変形例２に係る携帯電話機について、図４に示すＢと同様の領域を示す
拡大断面図である。
【図１０】本発明の変形例３に係る携帯電話機について、図４に示すＢと同様の領域を示
す拡大断面図である。
【図１１】本発明の変形例４に係る携帯電話機について、図４に示すＢと同様の領域を示
す拡大断面図である。
【図１２】本発明の変形例５に係る携帯電話機について、図４に示すＢと同様の領域を示
す拡大断面図である。
【図１３】本発明の変形例６に係る携帯電話機について、図５と同様の領域を示す断面図
である。
【図１４】本発明の変形例７に係る携帯電話機について、図５と同様の領域を示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明の電子機器およびそれに用いるカバー部材の各実施の形態について、図面
を参照しながら説明する。なお、以下、電子機器の実施の形態を説明する中で、カバー部
材の実施の形態についても説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る電子機器の一例である携帯電話機１を、その操作面
側から見た斜視図である。
【００１６】
　本発明の実施の形態に係る電子機器の一例である携帯電話機１は、薄い略直方体形状を
有する。また、携帯電話機１は、ケース部材２側に表示部等を露出し、ケース部材２の操
作面と逆側（以後、「背面側」という。）に、ケース部材２を着脱可能に備える。ケース
部材２およびカバー部材１０は、共に、携帯電話機１の筺体の一部を構成することから、
同じ部材から構成されるのが好ましい。なお、以後の説明において、操作面から背面への
方向を高さ方向という。
【００１７】
　図２は、図１に示す携帯電話機１を、その背面側から見た場合を示す分解斜視図である
。図３は、図２に示すカバー部材１０を、被収納物１ａに対向する面側から見た斜視図で
ある。図４は、図１に示す携帯電話機１を、ケース部材２と、カバー部材１０とに分離し
て示すＡ－Ａ線断面図である。図５は、図１に示す携帯電話機１のＡ－Ａ線断面図である
。なお、図５およびそれ以後の断面図では、見易さを考慮して、各部材の厚さの比率を実
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際の比率と変えて図示している。また、被収納物１ａは、薄い略直方体の形態として図示
している。
【００１８】
　ケース部材２は、被収納物１ａを収納する収納部３を開口して備える。被収納物１ａは
、本実施の形態において、薄い略直方体である。被収納物１ａとしては、たとえば、携帯
電話機１の制御部、記憶部、電池、メモリーディスクあるいはＰＣＢ等が挙げられる。な
お、被収納物１ａは、収納部３から脱落しないように固定されてもよいし、収納部３とカ
バー部材１０とに挟まれることにより保持されてもよい。
【００１９】
　ケース部材２は、その外周に側壁４を有している。側壁４は、その内周面に、内周側に
突出する係止爪４ａを有している。また、ケース部材２は、側壁４の内側と収納部３との
間にある平坦部５に、壁部としての第１の壁部６を有する。さらに、ケース部材２は、第
１の壁部６の外側を囲むように、第１の壁部６と離間して、壁部としての第２の壁部７を
有する。第１の壁部６および第２の壁部７（以後、第１の壁部６と第２の壁部７との両方
を指す場合には、「壁部６，７」という。）は、閉ループ状に、収納部３の外周囲に形成
されている。壁部６，７は、接着剤等により、平坦部５に固着される。なお、壁部６，７
は、接着剤による接着以外の方法により平坦部５に固着されてもよい。たとえば、壁部６
，７は、インサート成型あるいは２色成型により、平坦部５に設けられてもよい。平坦部
５は、壁部６，７を固着する位置の位置決めを容易にするために、壁部６，７を固着する
位置に突起あるいは印（不図示）を有してもよい。
【００２０】
　壁部６，７は、幅Ｗ１にて互いに離間して設けられている。壁部６，７は、互いに対向
する側に、突出部８および突出部９を有する。突出部８，９は、壁部６，７の高さ方向に
おける略中央に設けられている。第１の壁部６と突出部８および第２の壁部７と突出部９
は、別体に固定されてもよいが、一体的に形成されているのが好ましい。突出部８の先端
と突出部９の先端とは、幅Ｗ２にて互いに離間して対向している。また、突出部８，９は
、カバー部材１０の装着方向に対して垂直に設けられるが、カバー部材１０側に傾斜する
ように設けられてもよい。
【００２１】
　壁部６，７の幅方向の厚さおよび突出部８，９の高さ方向の厚さは、たとえば、０．２
ｍｍ以上、より好ましくは、０．５ｍｍ以上である。なお、以後の説明において、「幅方
向」とは、第１の壁部６の収納部３側の面からその外側の面に向かう方向を指す。壁部６
，７の幅方向の厚さおよび突出部８，９の高さ方向の厚さが０．２ｍｍ以上の場合、一般
的な成形法により壁部６，７および突出部８，９を成形しやすく、かつ壁部６，７および
突出部８，９の形状を保持可能である。なお、壁部６，７の幅方向の厚さは、突出部８，
９の高さ方向の厚さよりも厚いのが好ましい。突出部８，９を変形しやすくする一方、壁
部６，７にある程度高い剛性を付与することにより、壁部６，７と後述するリブ１２との
間の封止力が向上する。
【００２２】
　壁部６，７および突出部８，９は、柔軟性に富む弾性体にて主に形成される。たとえば
、ＪＩＳ－Ａ硬度が９０度以下、より好ましくは６０度以下である。かかる場合には、後
述するリブ１２が壁部６，７の間に挿入されて、突出部８，９の端部側を押し下げると、
壁部６，７の開口側がリブ１２側に移動して、その側面に密着する。また、壁部６，７の
形状を保持するために、そのＪＩＳ－Ａ硬度は、１０度以上、より好ましくは３０度以上
である。
【００２３】
　また、壁部６，７および突出部８，９は、カバー部材１０の着脱動作を繰り返す場合に
、後述するリブ１２により変形と開放とを繰り返すため、その形状をある程度保持可能な
材料から構成されるのが好ましい。たとえば、ＪＩＳ　Ｋ　６２６２に準拠した測定法よ
り測定された圧縮永久歪（ＣＳ）が５０％以下、好ましくは２０％以下であることが好ま
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しい。ＣＳが５０％以下の場合、第１の壁部６および第２の壁部７は、数回の変形により
、元の形状に復元しやすいことから、寸法精度が維持できるため、十分な防水性能が発揮
できる。
【００２４】
　壁部６，７および突出部８，９を構成する材料としては、例えば、ポリエステル系、ポ
リウレタン系あるいはポリオレフィン系等の熱可塑性エラストマー、または、天然ゴム、
イソプレンゴム、ブタジエンゴム、クロロプレンゴム、アクリロニトリル‐ブタジエンゴ
ム（ＮＢＲ）、ブチルゴム、エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）、アクリルゴム
、シリコーンゴムあるいはフッ素ゴム等の熱硬化性エラストマーを好適に用いることがで
きる。その中でも、シール材として必要な特性、たとえば、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐
薬品性および圧縮永久歪等に優れ、比較的安価なシリコーンゴムを特に好適に用いること
ができる。
【００２５】
　ケース部材２およびカバー部材１０は、たとえば、薄いトレイ形状の成型体である。ケ
ース部材２およびカバー部材１０は、成形性および加工性等の理由から、ＡＢＳ樹脂、ポ
リカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂あるいはＰＢＴ樹脂等の熱可塑性樹脂、または、そ
れらのアロイ等から好適に構成される。さらに、それらの樹脂にガラスファイバー等を混
合してもよい。カバー部材１０は、収納部３に収納された被収納物１ａを覆うように、ケ
ース部材２に装着される。ケース部材２およびカバー部材１０は、カバー部材１０がケー
ス部材２に装着された際に、携帯電話機１の両側面が共に平面になるように構成されてい
る。
【００２６】
　カバー部材１０は、ケース部材２に装着した場合に、ケース部材２側へ突出するリブ１
２を有する。リブ１２は、カバー部材１０をケース部材２に取り付けた際に、第１の壁部
６と第２の壁部７との間隙に対向する位置に設けられている。また、カバー部材１０は、
リブ１２の外周を取り囲む外壁１３を有する。外壁１３は、リブ１２と離間して設けられ
ている。さらに、カバー部材１０は、外壁１３の外周に、外壁１３より低い段差をもって
略水平な外周面１４を有する。外壁１３の外周側の面は、その外周を取り囲むように、外
周側に突出する係止用突起１５を有している。
【００２７】
　カバー部材１０をケース部材２に取り付けると、ケース部材２およびカバー部材１０は
、カバー部材１０の係止用突起１５がケース部材２の係止爪４ａに引っ掛かることにより
係止される。また、カバー部材１０をケース部材２に取り付けると、リブ１２は、第１の
壁部６と第２の壁部７との間隙に挿入される。
【００２８】
　図６は、図４のＢで示す部分を拡大して示す拡大断面図である。図７は、図５のＣで示
す部分を拡大して示す拡大断面図である。
【００２９】
　リブ１２は、高さがＨおよび幅がＷ３にて、閉ループ状に設けられている。リブ１２は
、断面が略直方体であって、先端側および根元側の両幅とも、強度や成形性を考慮して、
０．２ｍｍ以上であるのが好ましい。リブ１２の高さＨは、突出部材８，９を押し込んで
、壁部６，７を互いに近づく方向に変形させるのに、十分な高さが必要であるため、壁部
６，７の先端から突出部８，９の位置までの長さより長い。リブ１２の好適な高さは、０
．５ｍｍ以上、より好ましくは、１．０ｍｍ以上である。なお、リブ１２は、カバー部材
１０と別体に固定されても、あるいは一体的に形成されてもよい。
【００３０】
　第１の壁部６と第２の壁部７との間隙Ｗ１は、これと対向するリブ１２の幅Ｗ３よりも
大きい。Ｗ１がＷ３よりも大きいため、リブ１２を第１の壁部６と第２の壁部７との間に
挿入する段階では、何ら抵抗なくリブ１２を挿入できる。また、突出部８と突出部９との
間隙の幅Ｗ２は、これと対向するリブ１２の幅Ｗ３よりも小さい。このため、図７に示す
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ように、第１の壁部６と第２の壁部７との間隙にリブ１２が挿入されると、リブ１２が突
出部８，９の端部側を押し下げることができる。リブ１２により突出部８，９の端部側が
押し下げられると、壁部６，７の開口側先端は、突出部８，９に引っ張られ、図７の矢印
で示すように、リブ１２を挟み込む方向に変形する。この結果、壁部６，７の開口側先端
は、リブ１２の側面に密着する。したがって、外部から浸入した水が収納部３に浸入する
のを有効に防ぐことができる。
【００３１】
　また、第１の壁部６と第２の壁部７との間にリブ１２が挿入されると、突出部８，９、
壁部６，７および平坦部５とに囲まれた領域の空気は、突出部８と突出部９との間隙より
スムーズに移動することができる。このため、リブ１２を挿入する際に挿入抵抗が小さい
。また、リブ１２の先端部は、曲面であるか、その角部が面取りされているのがより好ま
しい。かかる場合には、リブ１２が壁部６，７の間への挿脱を繰り返しても、突出部８，
９あるいは壁部６，７にクラック等が入り込みにくい。
【００３２】
　上述のような携帯電話機１においては、カバー部材１０をケース部材２に取り付けると
、リブ１２は、初期段階にて第１の壁部６と第２の壁部７との間隙に容易に挿入される。
リブ１２の挿入が進むと、リブ１２は、突出部８，９の端部側を押し下げる。突出部８，
９の端部側を押し下げることにより、壁部６，７の開口側は、リブ１２を挟み込む方向に
変形してリブ１２に密着するので、外部からの異物（水等）が収納部３の内部に入らない
ように、効果的に封止できる。したがって、上述のような携帯電話機１においては、カバ
ー部材１０をケース部材２に容易に装着できることに加え、かつ、高い防水性を実現でき
る。
【００３３】
　また、上述のように、第１の壁部６と第２の壁部７との間隙にリブ１２をスムーズに挿
入可能であることから、必ずしも壁部６，７に滑り性を向上させるための被覆層を設ける
ことを要しない。この結果、生産性の向上に加えて、製造コストの低減も可能である。た
だし、壁部６，７は、耐異物付着性、滑り性および撥水性の少なくともいずれか１つを向
上させる等のために、その表面に壁部６，７とは別の部材による被覆層を設けてもよい。
その被覆層は、たとえば、フッ素含有樹脂により形成されていてもよい。
【００３４】
　以上、本発明の電子機器およびそれに用いるカバー部材の好適な実施の形態を説明して
きたが、本発明は、上述の実施の形態に限定されず、種々の変形を施して実施することが
できる。
【００３５】
　例えば、上述の実施の形態では、電子機器として携帯電話機１を例示したが、携帯電話
機１以外の電子機器にも応用可能であって、例えば、ＰＤＡ、固定電話機、ホームオーデ
ィオ機器、車載用オーディオ機器、カーナビゲーション機器、バッテリーを搭載する電気
自動車等の機器にも応用できる。また、上述の実施の形態では、収納部３への水の浸入を
防止する構造を例示したが、上述の構造では、水以外の液体や埃等の、他の異物を防止す
ることができる。
【００３６】
　また、上述の実施の形態では、収納部３は、背面側から見て、角が曲面の直方体とした
が、このような形態に限らない。収納部３およびカバー部材１０等の形状は、被収納物１
ａの形状により円形、あるいはその他の多角形等の形状であってもよい。
【００３７】
　また、上述の実施の形態では、ケース部材２が係止用爪４ａを有し、カバー部材１０が
係止用突起１５を有する形態としているが、このような形態に限らない。係止用突起１５
と係止爪４ａとの引掛構造以外の構造により、カバー部材１０とケース部材２とが固定さ
れてもよい。たとえば、ケース部材２にカバー部材１０をネジ止めしてもよい。
【００３８】
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（変形例１）
　図８は、本発明の変形例１に係る携帯電話機２０について、図４に示すＢと同様の領域
を示す拡大断面図である。なお、以下の変形例においては、携帯電話機１と同じ構成要素
については、同じ符号を用いて説明する。
【００３９】
　図８に示すように、壁部６，７は、上述の実施の形態における突出部８と突出部９とを
１つにした連結突出部２１により連結されていてもよい。壁部６，７が連結突出部２１に
より連結されている場合には、リブ１２により連結突出部２１の幅方向略中央が押し下げ
られて、壁部６，７の開口側端部がリブ１２を挟み込む方向に変形する。
【００４０】
（変形例２）
　図９は、本発明の変形例２に係る携帯電話機３０について、図４に示すＢと同様の領域
を示す拡大断面図である。
【００４１】
　変形例２に係る携帯電話機３０は、変形例１に係る携帯電話機２０と同様に、壁部６，
７は、連結突出部２１により連結されている。さらに、変形例２に係る携帯電話機３０は
、第１の壁部６と平坦部５との間に脱気口３１を有している。かかる構造により、リブ２
１により連結突出部２１の幅方向略中央が押し下げられた場合に、壁部６，７、連結突出
部２１および平坦部５により囲まれた空間にある空気を脱気口３１からスムーズに排出で
きる。したがって、壁部６，７、連結突出部２１および平坦部５により囲まれた空間に閉
じ込められた空気が抵抗になって、リブ２１の挿入を困難にする危険性は低い。なお、脱
気口３１は、壁部６と平坦部５との間の一部を被接着状態とすることで設けられてもよい
し、第１の壁部６のうち、平坦部５と連結突出部２１との間の領域に、第１の壁部６を貫
通する孔を設けることにより形成してもよい。なお、この変形例では、脱気口３１は、高
さ方向および長さ方向が、０．２ｍｍ以上、より好ましくは０．５ｍｍ以上にて設けられ
ている。高さ方向が０．５ｍｍ以上の場合、リブ２１により第１の壁部６が高さ方向に圧
縮された場合であっても、脱気口３１は、開口した状態を保持できる。
【００４２】
（変形例３）
　図１０は、本発明の変形例３に係る携帯電話機４０について、図４に示すＢと同様の領
域を示す拡大断面図である。
【００４３】
　上述の実施の形態では、リブ１２は、先端側の幅も根元側の幅も略同一であるがこのよ
うな形態に限らない。たとえば、図１０に示すように、リブ４１は、その先端側に凸部４
２を有していてもよい。また、凸部４２の先端の幅Ｗ４は、突出部８と突出部９との間隙
の幅Ｗ２よりも小さいのが好ましい。かかる場合には、リブ４１は、初期段階にて第１の
壁部６と第２の壁部７との間隙に非常に容易に挿入される。リブ４１の挿入が進むと、凸
部４２が突出部８と突出部９との間隙へ容易に挿入される。さらにリブ４１の挿入が進む
と、凸部４２がガイドしながら、突出部８，９の端部側を押し下げることができる。した
がって、リブ４１は、斜めにまがったりせずに、突出部８，９の端部側を直線的かつスム
ーズに押し下げることができる。
【００４４】
（変形例４）
　図１１は、本発明の変形例４に係る携帯電話機５０について、図４に示すＢと同様の領
域を示す拡大断面図である。
【００４５】
　図１１に示すように、壁部６，７は、それらが対向する面であって、その開口側先端に
突起５１をそれぞれ有してもよい。壁部６，７に突起５１を備えることにより、リブ１２
が第１の壁部６と第２の壁部７との間に挿入され、壁部６，７とリブ１２とを確実に圧接
できる。２つの突起５１は、リブ１２の挿入時の抵抗とならないように、それらの間隔Ｗ
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１を幅Ｗ３より大きくして形成されるのが好ましい。また、突起５１は、壁部６，７のい
ずれか一方にのみ形成してもよい。
【００４６】
（変形例５）
　図１２は、本発明の変形例５に係る携帯電話機６０について、図４に示すＢと同様の領
域を示す拡大断面図である。
【００４７】
　図１２に示すように、壁部６，７の各先端に突起５１を有する場合に、リブ６１は、そ
の側面に、突起５１を挿入可能な凹部６２を備えていてもよい。かかる場合には、リブ６
１が壁部６，７の間隙に挿入されることにより、突起５１が凹部６２に嵌めこまれる。そ
の突起５１と凹部６２との嵌めこみ構造部分により、リブ６１と壁部６，７との封止状態
を保持することができる。このように、壁部６，７にリブ６１との係止構造を設けること
により、弾性体の反力でケース部材２が変形しにくくなり、これによって壁部６，７によ
るリブ６１の圧接力を維持する結果、防水性を高く保持することができる。かかる効果は
、壁部６，７の突起５１から底部までの距離が長いほど、またケース部材２の剛性が低い
ほど大きい。なお、突起５１と凹部６２との嵌めこみ構造部分により、カバー部材１０が
ケース部材２から脱落するのを防ぐこともできる。
【００４８】
　また、上述の実施の形態および変形例は、互いにそれぞれの特徴を１以上組み合わせて
も良い。たとえば、壁部６，７を連結する連結突出部２１を有し、かつ、その壁部６，７
に突起５１を備えてもよい。
【００４９】
（変形例６）
　図１３は、本発明の変形例６に係る携帯電話機７０について、図５と同様の領域を示す
断面図である。
【００５０】
　上述の実施の形態および変形例は、ケース部材２が壁部６，７を有し、カバー部材１０
がリブ１２を有する形態としたが、そのような形態に限らない。たとえば、図１３に示す
ように、ケース部材２にリブ１２を備え、カバー部材１０に壁部６，７を備えてもよい。
この場合、携帯電話機７０は、被収納物１ａを収納するための収納部３を開口して備える
ケース部材２と、ケース部材２の開口部を覆うように着脱可能なカバー部材１０と、を主
に有する。また、カバー部材１０がケース部材２に装着された状態において、壁部６，７
は、閉ループ状に、かつ、収納部３の外周囲に位置するように、カバー部材１０に設けら
れる。リブ１２は、ケース部材２に設けられる。また、２つの壁部６，７は、弾性体から
なると共に、その互いに対向する側に、互いの方向に突出する突出部８，９をそれぞれ有
し、壁部６，７同士の間隙Ｗ１をリブ１２の幅Ｗ３よりも大きくし、かつ突出部８，９同
士の間隙Ｗ２を、リブ１２の幅Ｗ３よりも小さくもしくは無くしている。また、その場合
、２つの壁部６，７の互いに対向する面の少なくとも一方の面であって、突出部８，９の
位置よりも壁部６，７の先端側に、他方の面に向かって突出する突起５１を設けることも
できる。さらに、突出部８，９を、対向する壁部６，７を連結する連結突出部２１とする
こともできる。
【００５１】
（変形例７）
　図１４は、本発明の変形例７に係る携帯電話機８０について、図５と同様の領域を示す
断面図である。
【００５２】
　上述の実施の形態および変形例では、壁部６，７は、それぞれ別体にて閉ループ状に形
成されているが、このような形態に限らない。壁部６，７は、それらの底部を連接しても
よい。また、図１４に示すように、収納部３の凹部内側の面までを覆うシート状の連結部
８１の外周部分に、壁部６，７を形成してもよい。その場合、壁部６，７の内方に、収納
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部３の内面からその外周囲を覆うようなシート状の連結部８１を有する場合には、壁部６
，７が部分的にケース部材２から剥離した場合にも、防水構造を維持できる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、被収納物の取り外しが可能な電子機器に用いることができる。
【符号の説明】
【００５４】
１，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０　携帯電話機（電子機器の一例）
１ａ　　　　被収納物
２　　　　　ケース部材
３　　　　　収納部
６　　　　　第１の壁部（壁部）
７　　　　　第２の壁部（壁部）
８，９　　　突出部
１０　　　　カバー部材
１２，４１，６１　リブ
２１　　　　連結突出部
５１　　　　突起
Ｗ１　　　　壁部同士の間隙
Ｗ２　　　　突出部同士の間隙
Ｗ３　　　　リブの幅

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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